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目的 

グッドイヤーのグローバルな人権に関する方針は、倫理的かつ社会的責任のある事業活動への取り組みの一環で

す。グッドイヤーは、当社が事業を展開する各国の法律および規制を遵守し、かつ国連のビジネスと人権に関す

る指導原則、OECD 多国籍企業行動指針、および労働における基本的原則および権利に関する ILO 宣言、ならび

に関連する条約を含む、国際的に認められた人権基準に従って、基本的人権を尊重および保護することに尽力し

ています。 
 
 
範囲 

本グローバルな人権に関する方針は、グッドイヤーのグローバルな業務全体に関わるすべての取締役、役員、お

よび給与制従業員と時間給従業員（以下「グッドイヤーアソシエイト」）に適用されます。また、グッドイヤー

の代理として行動する一定の請負業者、代理店、その他の第三者にも適用されます。質問がある場合は、あなた

の業務または職責を担当する弁護士にお問い合わせください。 
 
グッドイヤーは、自社の従業員やサプライヤーに関して当社と同様の基準を守る顧客およびサプライヤーとの取

引を求めています。当社では、サプライヤーに対し、当社のサプライヤー行動規範を通じて同様の基準を遵守す

ることを求めています。  

https://supplier.goodyear.com/code
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定義 

本方針の目的上、以下の定義が適用されます。  
• 「身分証明書」とは、個人の身元を証明するために使用されるあらゆる文書を意味します。身分証明書

には、パスポート、労働許可証、資格証明書、または渡航書類などが含まれます。 
 
 
方針 

当社は、人権および労働基準に関するすべての適用法および規制を遵守します。以下に記載する人権問題に関す

る法律や規制がない場合、または当社の方針と適用される法律または規制との間に矛盾がある場合には、グッド

イヤーは、国際的に認められた人権および本方針に規定されている原則を尊重する方法を模索しながら、適用さ

れる法律および規制を遵守します。 
 
A. 強制労働の禁止 

グッドイヤーは、囚役、年季奉公（債務返済のための労働を含む）、奴隷労働および人身売買を含む、あらゆる

形態の強制労働を禁止しています。当社の自由に選ばれる雇用へのコミットメントに沿って： 
• 採用は、国際的に認められている人権を尊重し保護する方法で行わなければなりません。 
• グッドイヤーでの雇用を確保するために、個人が人材斡旋料または関連費用を支払うよう求められては

なりません。 
• 雇用条件への同意は、自発的でなければならず、欺瞞もしくは強制があってはなりません。 
• 労働者の移動の自由は、雇用条件、身分証明書もしくは出入国書類の保管、預金の保持、または移動の

制限を目的としたその他の行為を通じて制限されてはなりません。 
 
B. 児童労働の禁止 

グッドイヤーは、児童労働の利用を禁止しています。当社は、適用される児童労働法を遵守し、雇用をそれぞれ

の地域で適用される最低法定年齢要件を満たす労働者に限定します。現地の法律でより高い年齢の設定がない場

合、当社は、15 歳未満の児童を雇用しません。最低年齢を超えるものの、18 歳未満の若年労働者を雇用する場

合、これらの者が危険な仕事、またはそれ以外でも、身体的もしくは精神的に健康な状態を危険にさらす可能性

のある仕事をすることが許可されてはなりません。 
 
C. 労働条件 

グッドイヤーは、すべてのアソシエイトおよび請負業者の人権が尊重される安全な職場の構築に取り組んでいま

す。グッドイヤーの『ビジネス上の行動マニュアル』に記載されているとおり、 

• 健康および安全：職場での健康および安全は、すべての施設においてかつすべてのグッドイヤーアソシ

エイトにとって中核的な価値をもちます。 

• 暴力、ハラスメント、差別の禁止：当社は、あらゆる形態の暴力、脅迫、威嚇、およびセクシャルハラ

スメントまたはその他のハラスメントを禁止しています。当社は、人種、肌の色、民族、宗教、出身

国、性別（妊娠の有無を含む）、性的指向、性同一性、年齢、身体障害、退役軍人のステータス、遺伝

情報、祖先、市民権の有無、または適用法で保護されるその他の特質に基づく差別行為を一切許容しま

せん。 

• プライバシー：グッドイヤーは全世界における事業活動を、各個人のプライバシーを積極的に保護する

方法で遂行することに専心し、適用されるデータプライバシー法を遵守します。当社は、アソシエイト

の個人的なプライバシーを尊重し、個人を特定できる情報を取得、記録、保存、使用、またはその他の

方法で処理するための適切な慣行を実施するよう努めます。 
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• 通報および報復禁止：当社は、すべてのアソシエイトが、法律または方針の違反の可能性がある、また

は違反の疑いがあると認識した場合は速やかに通報し、内部調査に全面的に協力することを期待してい

ます。当社は、誠実に通報した個人、または調査に協力した個人に対するいかなる形の報復も固く禁じ

ています。 

• 賃金および労働時間：当社はまた、賃金および労働時間に関連する適用法、規制および労働協約（いず

れかより高い保護を提供するもの）を遵守します。 

• 敬意のあるインクルーシブな職場： 当社は、敬意のあるインクルーシブな職場環境を維持し、すべての

アソシエイトがお互いに敬意を以て接することを期待しています。 

 
安全で敬意のある職場環境への取り組みの詳細については、グッドイヤーの『ビジネス上の行動マニュアル』お

よび関連方針（ グローバルゼロ容認に関する冊子、 責任ある業務遂行に関する方針、 全世界的プライバシー方

針、 アソシエイトのプライバシー方針、 および 通報に関する方針）を参照してください。 
 
D. 結社の自由 

グッドイヤーは、労働者が選択した組織（組合など）に参加しかつその組織を通じて団体交渉したり、またはか

かる組織への参加を控えたりする権利および自由を認め、尊重しています。アソシエイトは、合法的な労働者団

体もしくは組合への加入、またはそのような組織の合法的な活動への参加により、解雇、差別、ハラスメント、

脅迫または報復の対象となることはありません。 
 
E. 身分証明書の保管 

労働者は、パスポート、労働許可証、資格証明書、渡航書類などの自分の身分証明書を自分で所持し、管理する

必要があります。グッドイヤーは、労働者が、雇用されている国において移動および出国する能力を制限しては

なりません。グッドイヤーは、可能な限り身分証明書の写しを使用します。労働許可証の申請処理など、現地法

を遵守する目的でグッドイヤーが身分証明書の原本を扱う必要がある場合は、以下の保護措置を講じるものとし

ます。 
• 労働者の書面による同意を得ること（ただし、任意に与えられること）。  
• 厳格に必要な期間を超えて文書が保管されないよう保証すること。  
• 労働者が身分証明書の原本を所持していない間、当該労働者の移動の自由を容易にするために、身分証

明書の写しを提供すること。  
 
すべての外国人労働者と移民労働者は、身分証明書を保管可能で自分だけが使用できる個人別の安全なロッカー

を与えられなければなりません。 
 
F. 責任ある採用 

採用は、国際的に認められている人権を尊重し保護する方法で行わなければなりません。アソシエイトは、グッ

ドイヤーが直接雇用するか、（i）「人材コンサルタント／アドバイザー」として適正に審査を受け、当社の反贈

収賄方針および国際反贈収賄コンプライアンス運用ガイドに記載するデューデリジェンスプロセスに合格し、

（ii）当社のサプライヤー行動規範に記載する人権基準の遵守に同意した労働仲介業者および／または人材紹介

業者を通して雇用しなければなりません。  
 
雇用条件への同意は、自発的でなければならず、欺瞞もしくは強制があってはなりません。すべての労働者は、

雇用前に、賃金や労働時間に関してアソシエートが理解し得る言語で書かれた分りやすい雇用条件書を提供され

なければなりません。  
 
当社は、労働者が仕事のために支払うべきでないとする「雇用者負担の原則」を支持します。採用のためにかか

る費用は、労働者ではなく、雇用主が負担すべきです。いかなる個人も、グッドイヤーにおける雇用を確保する

ために、雇用主、または人材斡旋業者、人材仲介業者もしくは人材紹介業者に採用費または関連費用を支払うよ

https://sharepoint.goodyear.com/sites/companypolicies/SitePages/Global-Zero-Tolerance-Booklet.aspx
https://sharepoint.goodyear.com/sites/companypolicies/SitePages/Responsible-Operations-Policy.aspx
https://sharepoint.goodyear.com/sites/companypolicies/SitePages/Global-Privacy-Policy.aspx
https://sharepoint.goodyear.com/sites/companypolicies/SitePages/Global-Privacy-Policy.aspx
https://sharepoint.goodyear.com/sites/companypolicies/SitePages/Associate-Privacy-Policy.aspx
https://sharepoint.goodyear.com/sites/companypolicies/SitePages/Speak-Up-Policy.aspx
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う要求または依頼されてはなりません。採用活動に関連する費用には、雇用前の薬物検査、医療費、保険料、技

能・資格試験費用、研修・オリエンテーション費用、設備費、旅費・宿泊費、および管理費などが含まれます。

上記の料金または費用の支払いを労働者が要求された事実が明らかとなった場合、当社は発覚後可能な限り速や

かに労働者に払い戻しします。  
 
 
監督 

当社の取締役会は、基本的人権の尊重と保護に対する当社の取り組みを統括的に監督しています。 
 
グッドイヤーの最高サステナビリティ責任者は、ゼネラル・カウンセル、最高コンプライアンス責任者、最高人

事責任者の支援を受けて、本方針の解釈と管理に責任を負います。グッドイヤーのより良い未来推進委員会およ

びその他の社内ステークホルダーと協議し、関連する第三者デューデリジェンスプロセス、方針、およびサプラ

イヤー行動規範の更新、トレーニング、および改善の取り組みなど、本方針に記載されている取り組みの当社に

よる実施を支援するための手順が整備されていることを確保する責任も負います。 
 
 
方針の違反  

本方針もしくは適用法に違反した、または違反するよう他者に要求したアソシエイトは、解雇や給付の没収を含

む適切な懲戒処分、ならびに民事および刑事訴追の対象となる可能性があります。本方針の違反が特定された場

合には、その他の適切な措置が取られます。これには、個人への悪影響を是正する措置、本方針の違反が認めら

れた第三者との契約解除、またはその他の措置が含まれる場合があります。 
 
 
懸念や質問を提起する方法 

本方針または本方針で扱うトピックについてご質問やご懸念がある場合は、以下までお問い合わせください。 
• 所属部長 
• 人事部門の担当者 
• VP&最高コンプライアンス責任者（1-330-796-7288（GTN 446-7288））、グローバル・コンプライアンス

&倫理業務担当ディレクター（1-330-796-0375（GTN 446-0375））、またはコンプライアンス&倫理担当

地域ディレクター（連絡先については、コンプライアンス&倫理ウェブサイト 
http://go.goodyear.com/ethics/ を参照） 

• 内部監査担当 VP（1-330-796-0719、（GTN 446-0719）） 
• グッドイヤーインテグリティホットライン（www.goodyear.ethicspoint.com）。  米国およびカナダの場

合は、フリーダイヤル：1-888-GY-HOTLINE（1-888-494-6854）。  その他の国からは、

https://goodyear.ethicspoint.com よりダイヤル方法についてご確認いただくか、+1-503-726-2371 まで料

金受信人払いでお電話いただけます。 
• あなたの業務または職責を担当するグッドイヤーの弁護士、またはゼネラル・カウンセルのオフィス 

 
グッドイヤーは、方針もしくは法律の既知の違反もしくは違反の疑いを誠実に報告した個人（たとえその懸念事

項に根拠がないことが判明したとしても）、または調査に誠実かつ全面的に協力した個人に対するあらゆる形態

の報復を厳格に禁じています。 
  

http://go.goodyear.com/ethics/
https://goodyear.ethicspoint.com/
https://goodyear.ethicspoint.com/
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関連する方針および手順 

• ビジネス上の行動マニュアル 
• サプライヤー行動規範 
• 天然ゴム調達方針 
• 大豆油調達方針 
• グローバルゼロ容認に関する冊子 
• 責任ある業務遂行に関する方針 
• 全世界的プライバシー方針 
• アソシエイトのプライバシー方針 
• 通報に関する方針 
• 反贈収賄方針 
• 国際反贈収賄コンプライアンス運用ガイド   

https://corporate.goodyear.com/us/en/commitments/reports-and-policies/business-conduct-manual.html
https://supplier.goodyear.com/docs/code/gy_supplier_code_of_conduct_eng.pdf
https://supplier.goodyear.com/docs/resources/goodyear_natural_rubber_procurement_policy.pdf
https://supplier.goodyear.com/docs/resources/goodyear_sustainable_soybean_oil_policy.pdf
https://sharepoint.goodyear.com/sites/companypolicies/SitePages/Global-Zero-Tolerance-Booklet.aspx
https://sharepoint.goodyear.com/sites/companypolicies/SitePages/Responsible-Operations-Policy.aspx
https://sharepoint.goodyear.com/sites/companypolicies/SitePages/Global-Privacy-Policy.aspx
https://sharepoint.goodyear.com/sites/companypolicies/SitePages/Associate-Privacy-Policy.aspx
https://sharepoint.goodyear.com/sites/companypolicies/SitePages/Speak-Up-Policy.aspx
https://corporate.goodyear.com/us/en/commitments/reports-and-policies/anti-bribery-policy.html
https://sharepoint.goodyear.com/sites/companypolicies/SitePages/International-Anti-Bribery-Compliance-Operational-Guide.aspx
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